
京都ノートルダム女子大学研究倫理審査委員会規程 

 

（目的） 

第１条 京都ノートルダム女子大学研究倫理規程（以下「倫理規程」という。）の趣旨に

則り、研究計画等の審査を行うための京都ノートルダム女子大学研究倫理審査委員会

（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、次の事項について審議する。 

(1) 人間を対象とした研究に関する研究計画についての審査に関する事項 

(2) その他人間を対象とした研究倫理に関する必要な事項 

 

（構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

(1) 各学科から選出された教員各１名 

(2) 本学に所属しない者２名以上 

(3) その他学長が必要と認めた者 

２  委員には、医学・医療の専門家等自然科学の有識者、倫理学・法律学の専門家等人

文・社会科学の有識者、一般の立場の者がそれぞれ１名以上含まれていなければならな

い。 

３  委員会は男女両性で構成されなければならない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。  

２ 委員長は、委員の中から学長が選任する。  

３ 副委員長は、委員の中から委員長が選任する。  

４ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を行う。 

 

（委員の委嘱・任期） 

第５条 委員会の委員は、学長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、任期途中で委員の交代があった場

合には、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。 

 

（議事）  

第６条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席で成立し、議事は委員の過半数で決する。 

３  委員会は、審査の必要に応じて、研究責任者及び研究担当者並びに有識者に出席を求

め、研究計画の内容等の説明及び意見を求めることができる。 

 

（審査） 

第７条 審査対象となる研究計画に関係する委員は、当該研究計画の審査に関与すること

はできない。 

２ 審査の判定は、承認、条件付承認、是正・見直しの勧告、不承認、非該当のいずれか

とする。 

 

（迅速審査） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、審査手続きを簡略化した迅速審査に付す



ることができるものとする。 

(1) 研究計画等の軽微な変更に係る審査 

(2) 既に委員会において承認されている研究計画等に準じた研究計画等に係る審査 

(3) 研究対象者に対して最小限の危険（日常生活で被る身体的、心理的または社会

的危害の可能性の限度を超えない危険であって、社会的に許容される種類のものを

いう。）を超える危険を含まない研究計画等に係る審査 

２ 迅速審査を行うにあたり、委員長は、必要に応じて委員以外の審査員を指名すること

ができる。 

 

（審査基準） 

第９条 委員会は、審査を行うにあたり、一般的に妥当と認められる倫理的規範に基づく

ほか、次の各号に掲げる基準に留意して審査するものとする。 

(1) 倫理規程第５条第４項 

(2) 関連する法令および所轄庁の指針 

 

（審査報告） 

第１０条 委員長は、審査結果を、審査結果報告書により、速やかに学長に報告するもの

とする。 

２ 委員長は、第８条の審査を行ったときは、当該審査結果をすべての委員に速やかに報

告するとともに、前項により学長に報告するものとする。 

３ 学長は第１項及び第２項の報告を受けたときは、審査結果通知書に基づき、研究責任

者に通知するものとする。 

 

（再審査） 

第１１条 学長は、委員会の審査結果に疑義が生じたときは、委員会に再審査を諮問する

ことができる。 

２ 研究責任者は、審査の結果に異議あるときは、異議の根拠となる資料を添えて、学長

に再審査を求めることができる。 

３  学長は、前項の請求を委員長と協議の上、必要があると認めるときは、委員会に再審

査を諮問するものとする。 

４  前条第２項の報告を受けた委員は、委員長に対し、理由を付した上で、当該事項につ

いて改めて委員会における審査を求めることができるものとする。この場合において、

委員長は、相当の理由があると認めるときは、速やかに委員会を開催し、当該事項につ

いて審査しなければならない。 

 

（守秘義務）  

第１２条 委員会の委員は、その任期中若しくはその職を辞した後も、職務上知り得た情

報を正当な理由なく漏らしてはならない。  

 

（公開に関する事項）  

第１３条 委員会は、次に掲げる情報を原則として公開するものとする。ただし、研究対

象者の人権、研究の独創性又は知的財産権の保護等の合理的な理由がある場合は、非公

開とすることができるものとする。また、委員会の審議内容は公開しないものとする。 

(1) 委員会規程、運営細則 

(2) 委員名簿 

(3) 委員会の開催日程 

(4) 審査の対象となった研究課題名、研究責任者及び審査結果 



 

（文書の保管年限）  

第１４条 審査に関係する書類の保管年限は、法令等に特別の定めがある場合を除き、５

年間とする。  

２ 保管年限を経過した書類でさらに保管が必要と委員会が認める書類は、保管年限を延

長することができる。  

３ 保管年限は、当該研究が終了した日の属する年度終了の翌日から起算する。 

 

（事務） 

第１５条 委員会の事務は、研究推進課が行う。 

 

（規程の改廃） 

第１６条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が行う。  

 

（その他） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 

 

 

附 則（令和2年1月22日制定） 

この規程は、令和2年4月1日から施行する。 

 

   附 則（令和 5年 9月 20日改正） 

 この改正は、令和 5年 4月 1日から適用する。 

 

   附 則（令和 5年 10月 18日改正） 

この改正は、令和 5年 4月 1日から適用する 

 


